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○つくばみらい市封筒広告掲載取扱要領 

平成２７年１２月２２日 

告示第２３５号 

改正 平成３０年１１月１日告示第１９２号 

令和３年１０月２５日告示第１７６号 

（趣旨） 

第１条 この要領は、つくばみらい市広告掲載要綱（平成２０年つくばみらい市告示第４

７号。以下「広告掲載要綱」という。）に定める広告のうち、つくばみらい市が使用す

る封筒（以下「封筒」という。）に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定める

ものとする。 

（封筒の種類等） 

第２条 広告を掲載する封筒の種類、広告の規格、掲載位置、広告の刷色及び広告掲載料

は、次に掲げるとおりとする。 

封筒の種類 広告の規格 掲載位置 広告の刷色 広告掲載料 

定形封筒長

形３号 

１枠当たり縦３３ミ

リ、横１００ミリメー

トルの長方形 

封筒の裏面とし、封

筒１枚当たり５箇所

に配置する。 

封筒の印刷に

使用する色と

同色とする。 

封筒１枚につき

１枠当たり１円

とする。 

定形封筒洋

形４号 

同上 封筒の裏面とし、封

筒１枚当たり４箇所

に配置する。 

同上 同上 

定形封筒洋

形０号（納税

（保険料）通

知書用封筒）

１枠当たり縦５０ミ

リ、横１００ミリメー

トルの長方形 

封筒の裏面とし、封

筒１枚当たり２箇所

に配置する。 

同上 １枠当たり５

８，０００円と

する。 

２ 広告を掲載する封筒の枚数は、市長が別に定める。 

（平３０告示１９２・令３告示１７６・一部改正） 

（広告掲載者の資格） 

第３条 広告掲載をできるものは、市内に住所又は事業所若しくは店舗を有するものとす

る。ただし、広告掲載希望者が募集枠に満たないときは、この限りではない。 

（広告掲載の募集） 

第４条 広告掲載の募集は、公募とする。ただし、広告掲載希望者が募集枠に満たないと
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きは、企業等に対し広告掲載の案内をすることができる。 

（広告掲載の申込み） 

第５条 広告掲載の申込みをする者（以下「申込者」という。）は、つくばみらい市封筒

広告掲載申込書（様式第１号）に必要事項を記入し、指定する期日までに市長に申し込

まなければならない。 

（広告掲載の決定） 

第６条 市長は、前条の申込みを受けたときは、申込期間終了後、速やかに広告掲載の可

否を決定し、つくばみらい市封筒広告掲載決定通知書（様式第２号）により、申込者に

通知するものとする。 

（広告掲載料の納付） 

第７条 前条の規定により広告掲載の決定を受けた申込者（以下「広告主」という。）は、

市長の指定する期日までに広告掲載料を一括納付しなければならない。 

（広告掲載の取消し） 

第８条 市長は、広告掲載要綱第１０条の規定による広告掲載の取消しをしたときは、つ

くばみらい市封筒広告掲載取消通知書（様式第３号）により、広告主に通知するものと

する。 

（広告付き封筒の寄附受入れ） 

第９条 市長は、広告主等が作成する広告付き封筒の寄附を受入れることができる。 

（補則） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要領は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年告示第１９２号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年告示第１７６号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

 


